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○対象機関：行政機関(563 機関)、独立行政法人等(193 法人)、国立公文書館等(1６施設) 

○対象期間：平成 29 年度（時点を問うものは平成 30 年 3 月 31 日時点） 

 

 

 

 

 

 平成 29 年度における公文書等の管理等の状況について 

 

平成 23 年 4 月に施行された公文書等の管理に関する法律（平成 21 年法律第 66 号）の規

定に基づき、内閣総理大臣が、行政機関、独立行政法人等及び国立公文書館等から行政文書及び

法人文書の管理の状況並びに特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について報告を受けて、

その概要を公表するもの。 

 

 

 

【ポイント】 

１ 行政機関における行政文書の管理の状況 

○ 行政文書ファイル等の保有数は、約 1,875 万ファイル（対前年度 1.9％増） 

このうち保存期間が満了した時の措置（移管・廃棄）の設定済みのもの 

約 1,781 万ファイル（95.0％、対前年度 2.3％増） 

○ 平成 29 年度新規に作成・取得した行政文書ファイル等は、約２72.9 万ファイル 

このうち保存期間が満了した時の措置（移管・廃棄）の設定済みのもの 

約 272.7 万ファイル（99.9％、対前年度 0.7％増） 

≪行政文書ファイル等の保有数・保存期間が満了した時の措置の設定状況≫（単位：ﾌｧｲﾙ，％） 

 
○ 平成 29 年度に保存期間が満了した行政文書ファイル等は、約 242 万ファイル 

このうち移管とされたものは、8,470 ファイル 

（0.4％、対前年度 2,356 ﾌｧｲﾙ、21.8％減） 

内閣総理大臣への廃棄協議数は、約 200 万ファイル 

    ≪移管・廃棄の状況≫（単位：ﾌｧｲﾙ，％） 

 
    ≪廃棄に係る協議の状況≫（単位：ﾌｧｲﾙ，％） 

 

行政文書ファイル等数

紙媒体 電子媒体 その他の媒体 設定済み 未設定

平成29年度 18,746,054 17,447,416 1,247,830 50,808 17,808,241 937,812

(100.0) (93.1) (6.7) (0.3) (95.0) (5.0)

うち新規 2,729,046 2,505,421 222,801 824 2,727,035 2,011

(100.0) (91.8) (8.2) (0.0) (99.9) (0.1)

平成28年度 18,403,759 17,232,568 1,117,972 53,219 17,406,194 997,565

(100.0) (93.6) (6.1) (0.3) (94.6) (5.4)

うち新規 2,716,002 2,507,387 207,813 802 2,706,842 9,160

(100.0) (92.3) (7.7) (0.0) (99.7) (0.3)

媒体の種別 ﾚｺｰﾄﾞｽｹｼﾞｭｰﾙ設定状況

保存期間が満了した行政文書ファイル等数

移　管 廃　棄 延　長

2,418,373 8,470 2,058,741 351,162

(100.0) (0.4) (85.1) (14.5)

2,749,534 10,826 2,063,367 675,341

(100.0) (0.4) (75.0) (24.6)

平成29年度

平成28年度

廃棄協議数

同　意 不同意 協議中

2,002,625 430,691 0 1,571,934

(100.0) (21.5) (0.0) (78.5)

1,927,280 1,927,280 0 0

(100.0) (100.0) (0.0) (0.0)

（注）　平成28年度保存期間満了分は、28年度以降、28年度保存期間満了分として廃棄に係る

　　　協議がなされたものを含む。

平成29年度満了分

平成28年度満了分

平成 31 年 2 月 22 日（金） 
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 ○ 作成した文書の紛失等事案の件数は、196 件（対前年度 0.5％減） 

    ≪紛失・誤廃棄、再発防止策等の措置等≫（単位：件） 

 
 

○ 処分事案の件数は、２件（対前年度 １件増） 

    ≪職員の処分の状況≫（単位：件） 

 
 

２ 独立行政法人等における法人文書の管理の状況 

○ 法人文書ファイル等の保有数は、約 691 万ファイル（対前年度 2.2%増） 

このうち保存期間が満了した時の措置（移管・廃棄）の設定済みのもの 

約 661 万ファイル（95.7％、対前年度 2.4％増） 

○ 平成 29 年度新規に作成・取得した法人文書ファイル等は、約 71 万ファイル 

このうち保存期間が満了した時の措置（移管・廃棄）の設定済みのもの 

約 70 万ファイル（99.0%、対前年度 6.2％増） 

≪法人文書ファイル等の保有数・保存期間が満了した時の措置の設定状況≫（単位：ﾌｧｲﾙ，％） 

 
 

○ 平成 29 年度に保存期間が満了した法人文書ファイル等は、約 101 万ファイル 

このうち移管とされたものは、10,902 ファイル 

（1.1％、対前年度 2,143 ﾌｧｲﾙ、24.5％増） 

    ≪移管・廃棄の状況≫（単位：ﾌｧｲﾙ，％） 

 

紛失等事案の件数 再発防止策等の措置

平成29年度 139 56 1 0 176 131 80 12 68 53

平成28年度 153 43 1 0 155 166 65 4 101 36

196

197

計

復旧措
置を

行った
件数

事案の
公表を
行った
件数紛失 誤廃棄 焼失等

のき損
その他

関係者等
への注意
喚起、指

導等

行政機関
内への注
意喚起等

業務手
順、マ

ニュアル
の見直し

その
他

計 紛失 誤廃棄 焼失等のき損 その他

2 1 1 0 0

処分者数（人） 4 1 3 0 0

1 1 0 0 0

処分者数（人） 1 1 0 0 0

（注）１　「処分」とは、国家公務員法（昭和22年法律第120号）第82条に基づく懲戒処分を表す。

　　　協議がなされたものを含む。 ２　１事案に２人以上の処分者がある場合は、件数と処分者数が一致しない。

平成29年度

平成28年度

処分事案の件数

行政文書ファイル数等

紙媒体 電子媒体 その他の媒体 設定済み 未設定

平成２9年度 6,905,066 6,544,119 308,367 52,580 6,610,415 294,651

(100.0) (94.8) (4.5) (0.8) (95.7) (4.3)

うち新規 705,996 668,050 37,851 95 698,685 7,311

(100.0) (94.6) (5.4) (0.0) (99.0) (1.0)

平成２8年度 6,753,235 6,418,181 281,342 53,712 6,453,251 299,984

(100.0) (95.0) (4.2) (0.8) (95.6) (4.4)

うち新規 665,332 629,700 35,517 115 658,094 7,238

(100.0) (94.6) (5.3) (0.0) (98.9) (1.1)

媒体の種別 ﾚｺｰﾄﾞｽｹｼﾞｭｰﾙ設定状況

保存期間が満了した行政文書ファイル等数

移　管 廃　棄 延　長

平成２９年度 1,009,635 10,902 717,347 281,386

(100.0) (1.1) (71.1) (27.9)

平成２８年度 991,492 8,759 742,740 239,993

(100.0) (0.9) (74.9) (24.2)
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○ 作成した文書の紛失等事案の件数は、35 件（対前年度 30％減） 

    ≪紛失・誤廃棄、再発防止策等の措置等≫（単位：件） 

 

 

３ 国立公文書館等における特定歴史公文書等の保存及び利用の状況 

○ 国立公文書館等が所蔵する特定歴史公文書等の総所蔵件数は、約 196万件（対前年度 3.0％増） 

このうち平成 29 年度に受入れた特定歴史公文書等は、56,137 件（対前年度 10.2％減） 

    ≪特定歴史公文書等の所蔵件数≫（単位：件，％） 

 
 

≪移管等受入れ件数≫（単位：件，％） 

 
※本表の移管等受入れ件数と、行政機関等からの報告による「行政文書の管理の状況」「法人文書の管理の状況」

上の移管数との数値の相違については、行政機関等では行政（法人）文書ファイル管理簿上のファイル数で計

上しているのに対し、本表では目録に記載された特定歴史公文書等の単位（識別番号単位）ごとに計上してい

るためである。 

※移管等受入れ件数減少の主な理由は、東京外国語大学文書館（平成 28 年度に国立公文書館等に新規指定）へ

の移管等受入れ件数が、指定初年度（平成 28 年度）に集中したためである。 

 

○ 利用請求（前年度の利用請求で処理中のものを含む。）は、11,980 件（対前年度 1.5％減） 

このうち利用決定し処理済みは、9,937 件（82.9％、対前年度 5.7％減） 

利用件数は、9,633 件（対前年度 5.8％増) 

≪利用請求及び処理状況≫（単位：件，％） 

 
 

 

再発防止策等の措置 復旧措置 事案の

関係者等 法人内へ 業務手 その他 を行った 公表を

紛失 誤廃棄 焼失等 その他 への注意 の注意喚 続、マ 件数 行った

のき損 喚起、指 起等 ニュアル 件数

導等 の見直し

計

平成２９年度 35 19 14 2 0 34 25 20 6 12 3

平成２８年度 50 22 28 0 0 50 33 30 5 17 1

紛失等事案の件数

  特定歴史公文書等の総所蔵件数

  目録に記載された件数

総計 文書又は図画 電磁的記録 その他

1,959,928 1,929,771 1,921,024 7,970 777 30,157 25,406

(100.0) (98.5) (1.5) (1.3)

1,902,949 1,880,816 1,872,461 7,623 732 22,133 18,081

(100.0) (98.8) (1.2) (1.0)

平成29年度

平成28年度

媒体の種別 うち29年度
受入れ分

  未記載の件数

総計 行政機関 独立行政法人等 司法機関 民間その他の団体等

平成29年度 56,137 32,235 18,385 2,051 3,466

(100.0) (57.4) (32.8) (3.7) (6.2)

平成28年度 62,481 32,134 21,625 1,901 6,821

(100.0) (51.4) (34.6) (3.0) (10.9)

移管等受入れ件数

移管元機関の別

処理済み 取下げ 処理中

10,894 1,086

総計 11,980 9,937 435 1,608

(100.0) (82.9) (3.6) (13.4)

11,257 911

総計 12,168 10,541 541 1,086

(100.0) (86.6) (4.4) (8.9)

平成28年度

利用請求の処理状況

平成29年度

利用請求件数
前年度末時点での
処理中件数
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≪利用の状況≫（単位：件） 

 
 

○ 利用の促進等のため、展示会（75 回）・見学会（320 回）の開催や研修（65 回）・講師 

  派遣（46 回）の実施 

 

 

 

 

（参考） 

 

公文書等の管理に関する法律（平成 21 年法律第 66 号）（抄） 

 

第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な

民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るも

のであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定め

ること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって

行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸

活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 

 

（管理状況の報告等） 

第九条 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況につ

いて、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、第一項に定めるもののほか、行政文書の適正な管理を確保するために必要があ

ると認める場合には、行政機関の長に対し、行政文書の管理について、その状況に関する報告若し

くは資料の提出を求め、又は当該職員に実地調査をさせることができる。 

４ 内閣総理大臣は、前項の場合において歴史公文書等の適切な移管を確保するために必要がある

と認めるときは、国立公文書館に、当該報告若しくは資料の提出を求めさせ、又は実地調査をさせ

ることができる。 

 

（管理状況の報告等） 

第十二条 独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管理の状況

について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。 

 

（保存及び利用の状況の報告等） 

第二十六条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について、毎年度、内

閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。 

 

 

利用件数 閲覧視聴聴取  写しの交付

平成29年度 9,633 6,737 2,896

(100.0) (69.9) (30.1)

平成28年度 9,108 5,407 3,701

(100.0) (59.4) (40.6)


